
報
告
は
、
市
町
村
合
併
の
急
速

な
進
展
等
に
よ
り
厳
し
い
財
政
状

況
に
あ
る
地
方
議
会
議
員
年
金
制

度
に
つ
い
て
、
お
お
む
ね
今
後
２０

年
間
を
対
象
に
安
定
的
運
営
が
で

き
る
よ
う
、
収
入
・
給
付
両
面
か

ら
の
対
応
策
を
取
り
ま
と
め
た
。

合
併
に
よ
り
、
極
め
て
短
期
間

に
市
、
町
村
の
両
議
員
共
済
会
を

併
せ
た
会
員
数
が
約
３
割
減
少
す

る
一
方
、
退
職
年
金
受
給
者
が
急

増
し
、
平
成
２０
年
度
に
は
両
共
済

会
の
積
立
金
の
枯
渇
が
見
込
ま
れ

る
と
し
て
い
る
。

◆
掛
金
率
等
の
引
上
げ

収
入
面
の
見
直
し
で
は
、
市
議

会
議
員
共
済
会
の
場
合
、
掛
金
率

を
標
準
報
酬
月
額
の
１３
％
か
ら
１６

％
に
引
き
上
げ
る
。
掛
金
率
は
既

に
相
当
高
い
水
準
に
引
き
上
げ
ら

れ
て
い
る
も
の
の
、
年
金
財
政
の

状
況
を
踏
ま
え
れ
ば
、
さ
ら
に
一

定
の
引
き
上
げ
は
止
む
を
得
な
い

も
の
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
期
末
手
当
に
か
か
る
特

別
掛
金
率
を
５
％
か
ら
７
・
５
％

に
引
き
上
げ
る
。
負
担
金
率
も
掛

金
率
の
引
き
上
げ
幅
を
踏
ま
え
、

標
準
報
酬
月
額
の
１２
％
と
、
１
・

５
％
引
き
上
げ
る
。

◆
算
定
基
礎
率
の
引
下
げ

給
付
面
で
は
、
年
金
算
定
基
礎

率
を
１２
・
５
％
引
き
下
げ
、
１
５

０
分
の
３５
と
す
る
。
在
職
年
数
１２

年
を
１
年
超
え
る
ご
と
に
同
基
礎

率
に
加
算
さ
れ
る
加
算
率
に
つ
い

て
も
１２
・
５
％
引
き
下
げ
、
１
５

０
分
の
０
・
７
と
す
る
。
加
算
年

数
の
上
限
に
つ
い
て
は
、
従
来
の

在
職
５０
年
の
場
合
、
年
金
額
が
高

額
と
な
る
こ
と
か
ら
、
最
高
で
も

平
均
年
金
額
の
２
倍
以
内
と
な
る

よ
う
在
職
加
算
年
数
の
上
限
を
３０

年
に
引
き
下
げ
る
。
な
お
、
年
金

受
給
資
格
に
必
要
な
在
職
年
数
１２

年
は
据
え
置
く
と
し
た
。

一
時
金
に
つ
い
て
も
、
年
金
の

給
付
水
準
の
引
き
下
げ
と
の
均
衡

と
い
う
観
点
か
ら
、
年
金
算
定
基

礎
率
と
同
様
、
支
給
率
を
１２
・
５

％
引
き
下
げ
る
。

遺
族
年
金
に
つ
い
て
は
、
退
職

年
金
の
引
き
下
げ
に
伴
い
将
来
的

な
遺
族
年
金
の
引
き
下
げ
効
果
を

有
す
る
た
め
、
支
給
率
の
見
直
し

は
行
わ
な
い
こ
と
と
し
た
。

◆
既
裁
定
者
の
給
付
引
下
げ

既
裁
定
者
の
給
付
額
に
つ
い
て

は
、
ほ
か
の
取
り
う
る
対
応
策
を

講
じ
た
上
で
１０
％
引
き
下
げ
る
。

平
成
１４
年
の
制
度
改
正
で
は
「
財

産
権
と
の
関
係
で
さ
ら
に
掘
り
下

げ
た
検
討
を
要
す
る
こ
と
か
ら
見

送
る
」
と
さ
れ
た
が
、
今
回
の
報

告
で
は
、
一
定
の
配
慮
措
置
を
講

じ
た
上
で
、
応
分
の
負
担
を
求
め

る
こ
と
と
し
た
。

◆
合
併
に
伴
う
激
変
緩
和
措
置

合
併
の
進
展
が
年
金
財
政
に
与

え
る
影
響
に
対
し
、
合
併
特
例
法

で
は
「
国
は
、
地
方
議
会
議
員
年

金
の
健
全
な
運
営
に
必
要
な
措
置

を
講
ず
る
」
と
し
て
い
る
。

同
法
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
合
併

の
影
響
が
特
に
大
き
い
期
間
で
あ

る
１９
年
度
か
ら
２８
年
度
ま
で
の
１０

年
間
に
限
り
、
会
員
数
減
少
の
影

響
を
地
方
公
共
団
体
の
負
担
金
に

よ
り
激
変
緩
和
す
る
措
置
が
必
要

と
し
て
い
る
。
負
担
金
率
は
標
準

報
酬
月
額
の
４
・
５
％
と
し
、
当

該
期
間
終
了
後
の
２９
年
度
か
ら
３３

年
度
ま
で
の
５
年
間
に
漸
減
し
、

３４
年
度
に
廃
止
す
る
。

地
方
議
会
議
員
年
金
制
度
を
将
来
に
わ
た
り
安
定
し
た
制
度
と
す
る
た
め
の
方
策
を
検
討
し
て
き
た
地

方
議
会
議
員
年
金
制
度
検
討
会
（
座
長
�
小
早
川
光
郎
・
東
京
大
学
大
学
院
教
授
）
は
こ
の
ほ
ど
、
報
告

を
ま
と
め
公
表
し
た
。
掛
金
・
負
担
金
率
等
の
引
き
上
げ
と
と
も
に
、
前
回
の
制
度
改
正
で
見
送
ら
れ
た

既
裁
定
者
の
給
付
引
き
下
げ
も
盛
り
込
ま
れ
た
。
報
告
を
受
け
総
務
省
は
、
今
通
常
国
会
に
議
員
年
金
に

係
る
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
一
部
改
正
法
案
を
提
出
す
る
。

�
５
〜
８
面
に
報
告
書
全
文

本
会
の
国
会
対
策
委
員
会
（
委

員
長
�
矢
沢
博
孝
・
川
崎
市
議
会

議
長
）
は
２
月
２０
日
、
東
京
・
全

国
都
市
会
館
で
委
員
会
を
開
き
、

１７
年
度
の
要
望
運
動
結
果
を
総
括

し
た
。

同
委
員
会
は
、
地
方
行
政
、
地

方
財
政
な
ど
五
委
員
会
か
ら
要
請

の
あ
っ
た
重
点
要
望
事
項
を
ま
と

め
、
実
現
に
向
け
て
関
係
方
面
に

対
し
実
行
運
動
を
展
開
し
た
。

最
重
点
要
望
の
三
位
一
体
改
革

に
よ
る
「
真
の
分
権
改
革
実
現
」

に
つ
い
て
は
、
基
幹
税
で
の
３
兆

円
の
税
源
移
譲
が
決
定
さ
れ
る
な

ど
の
成
果
を
あ
げ
た
。
一
方
、
国

庫
補
助
負
担
率
の
引
き
下
げ
な
ど

地
方
の
主
張
に
沿
わ
な
い
内
容
や

課
題
も
残
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
引

き
続
き
要
望
実
現
に
向
け
活
動
を

展
開
し
て
い
く
こ
と
と
し
た
。

当
日
は
、
総
務
省
の
黒
田
武
一

郎
・
交
付
税
課
長
が
「
１８
年
度
地

方
財
政
対
策
」
に
つ
い
て
、
同
省

の
久
元
喜
造
・
大
臣
官
房
審
議
官

が
「
１８
年
度
地
方
行
政
を
め
ぐ
る

動
向
」
に
つ
い
て
、
同
省
の
丹
下

甲
一
・
公
営
企
業
課
長
が
「
政
策

金
融
改
革
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ

れ
説
明
し
た
。

（昭和３６年１２月２０日第三種郵便物認可）

第1609号３月５日平成18年
（2006年）

１７
年
度
要
望
結
果
を
総
括

本 会

国
会
対
策
委
員
会
開
く

議
員
年
金

給
付
水
準
引
下
げ
へ

地
方
議
会
議
員
年
金
制
度
検
討
会
が
報
告矢沢博孝委員長

（川崎市）

大竹 邦実

（１） 平成１８年３月５日 第１６０９号
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馬殿敏男委員長
（宝塚市）

香川脩委員長
（丸亀市）

�田大志委員長
（東松山市）

全
国
市
議
会
議
長
会
の
社
会
文
教
、
地
方
行
政
、
産
業
経
済
、
建

設
運
輸
、
地
方
財
政
の
五
委
員
会
は
、
２
月
２０
日
か
ら
２３
日
に
か
け

て
、
そ
れ
ぞ
れ
委
員
会
を
開
い
た
。
１７
年
度
の
活
動
に
つ
い
て
報
告

し
た
ほ
か
、
１８
年
度
へ
の
申
し
送
り
事
項
等
を
決
定
し
た
。
各
委
員

会
の
会
議
概
要
と
申
し
送
り
事
項
等
は
次
の
と
お
り
。

社
会
文
教
委
員
会

社
会
文
教
委
員
会
（
委
員
長
�

馬
殿
敏
男
・
宝
塚
市
議
会
議
長
）

は
２
月
２０
日
、
東
京
・
全
国
都
市

会
館
で
委
員
会
を
開
い
た
。

申
し
送
り
事
項
は
、
�
文
教
施

策
�
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
金
の

一
般
財
源
化
等
�
国
民
健
康
保
険

制
度
等
�
医
療
保
険
制
度
の
一
本

化
等
�
介
護
保
険
制
度
�
介
護
サ

ー
ビ
ス
基
盤
整
備
に
必
要
な
財
源

確
保
等
�
子
育
て
支
援
施
策
�
待

機
児
童
の
解
消
等
�
社
会
福
祉
施

策
�
障
害
者
福
祉
の
充
実
等
�
地

域
医
療
保
健
施
策
�
地
域
の
医
師

不
足
解
消
施
策
の
推
進
等
�
生
活

環
境
施
策
�
地
球
温
暖
化
対
策
等

�
雇
用
対
策
―
―
の
８
事
項
。

当
日
は
、
総
務
省
自
治
財
政
局

の
菊
池
善
信
・
調
整
課
長
補
佐
が

「
三
位
一
体
改
革
」
に
つ
い
て
、

厚
生
労
働
省
の
榊
原
毅
・
国
民
健

康
保
険
課
長
補
佐
が
「
健
康
保
険

法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案
」
に
つ
い
て
、
環
境
省
の
藤
井

康
弘
・
リ
サ
イ
ク
ル
推
進
室
長
が

「
容
器
包
装
リ
サ
イ
ク
ル
制
度
の

見
直
し
」
に
つ
い
て
説
明
し
た
。

産
業
経
済
委
員
会

産
業
経
済
委
員
会
（
委
員
長
�

香
川
脩
・
丸
亀
市
議
会
議
長
）
は

２
月
２１
日
、
東
京
・
全
国
都
市
会

館
で
委
員
会
を
開
い
た
。

申
し
送
り
事
項
は
、
�
農
林
漁

業
振
興
対
策
�
食
料
自
給
率
の
向

上
等
�
食
の
安
全
お
よ
び
消
費
者

の
信
頼
確
保
対
策
�
Ｂ
Ｓ
Ｅ
対
策

の
充
実
強
化
等
�
若
年
者
雇
用
対

策
�
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー
整
備
の
推
進
等
�
中
小
企

業
対
策
�
地
域
ブ
ラ
ン
ド
の
保
護

等
�
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
�
新

エ
ネ
ル
ギ
ー
施
策
の
推
進
等
�
鉱

業
法
改
正
の
検
討
�
自
然
環
境
保

全
に
対
応
し
た
法
律
改
正
等
�
家

電
リ
サ
イ
ク
ル
法
�
リ
サ
イ
ク
ル

料
金
前
払
い
制
の
実
施
等
�
治
山

事
業
の
実
施
�
中
山
間
地
で
の
震

災
対
策
確
立
等
―
―
の
８
事
項
。

当
日
は
、
農
林
水
産
省
の
今
井

敏
・
企
画
評
価
課
長
が
「
経
営
所

得
安
定
対
策
等
大
綱
の
概
要
」
に

つ
い
て
、
同
省
の
川
島
俊
郎
・
国

内
防
疫
調
整
官
が
「
鳥
イ
ン
フ
ル

エ
ン
ザ
被
害
の
現
状
と
対
策
」
に

つ
い
て
説
明
し
た
。

地
方
行
政
委
員
会

地
方
行
政
委
員
会
（
委
員
長
�

猪
俣
慧
・
喜
多
方
市
議
会
議
長
）

は
２
月
２１
日
、
東
京
・
全
国
都
市

会
館
で
委
員
会
を
開
い
た
。

申
し
送
り
事
項
は
、
�
地
方
分

権
の
推
進
�
地
方
議
会
の
権
能
強

化
等
�
消
防
防
災
体
制
の
拡
充
強

化
�
過
疎
地
域
の
自
立
促
進
�
過

疎
対
策
事
業
債
等
の
所
要
額
確
保

等
�
市
町
村
合
併
に
お
け
る
支
援

の
拡
充
�
電
算
シ
ス
テ
ム
統
合
等

に
対
す
る
財
政
支
援
措
置
の
拡
充

等
�
基
地
関
係
予
算
の
確
保
等
�

治
安
対
策
の
強
化
�
北
方
領
土
返

還
要
求
�
青
少
年
健
全
育
成
基
本

法
の
制
定
	
人
権
救
済
制
度
の
確

立
―
―
の
９
事
項
。

当
日
は
、
総
務
省
自
治
行
政
局

の
門
山
泰
明
・
行
政
課
長
が
「
地

方
議
会
改
革
の
動
向
」に
つ
い
て
、

同
省
自
治
税
務
局
の
株
丹
達
也
・

企
画
課
長
が
「
三
位
一
体
改
革
と

１８
年
度
税
制
改
正
に
お
け
る
税
源

移
譲
」
に
つ
い
て
、
消
防
庁
の
長

谷
川
彰
一
・
消
防
・
救
急
課
長
が

「
こ
れ
か
ら
の
消
防
行
政
」
に
つ

い
て
説
明
し
た
。

建
設
運
輸
委
員
会

建
設
運
輸
委
員
会
（
委
員
長
�

大
和
力
・
岩
見
沢
市
議
会
議
長
）

は
２
月
２２
日
、
東
京
・
全
国
都
市

会
館
で
委
員
会
を
開
い
た
。

申
し
送
り
事
項
は
、
�
自
然
災

害
対
策
の
推
進
�
各
種
交
通
網
整

備
の
推
進
�
都
市
基
盤
整
備
の
推

進
�
観
光
立
国
の
推
進
―
―
の
４

事
項
。

当
日
は
、
国
土
交
通
省
の
大
藤

朗
・
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
長
が

「
ま
ち
づ
く
り
三
法
に
基
づ
く
今

後
の
各
種
取
組
み
」
に
つ
い
て
、

内
閣
府
の
小
暮
純
也
・
参
事
官
が

「
大
雪
に
よ
る
被
害
状
況
と
政
府

の
対
応
」
に
つ
い
て
説
明
し
た
。

地
方
財
政
委
員
会

地
方
財
政
委
員
会
（
委
員
長
�



田
大
志
・
東
松
山
市
議
会
議

長
）
は
２
月
２３
日
、
東
京
・
全
国

都
市
会
館
で
委
員
会
を
開
い
た
。

申
し
送
り
事
項
は
、
�
真
の
地

方
分
権
改
革
の
確
実
な
実
現
�
平

成
１９
年
度
以
降
に
お
け
る
「
第
２

期
改
革
」
の
実
施
、
中
期
地
方
財

政
ビ
ジ
ョ
ン
の
策
定
と
地
方
六
団

体
の
参
画
等
�
都
市
税
源
等
の
充

実
強
化
�
地
方
道
路
目
的
財
源
の

充
実
強
化
等
�
地
方
交
付
税
の
所

要
総
額
の
確
保
�
国
庫
補
助
負
担

金
の
整
理
合
理
化
�
国
直
轄
事
業

負
担
金
の
廃
止
等
�
地
方
債
資
金

の
所
要
額
の
確
保
等
�
地
方
公
営

企
業
の
経
営
健
全
化
等
�
地
方
公

営
企
業
繰
出
金
の
拡
充
等
―
―
の

６
事
項
。

当
日
は
、
総
務
省
自
治
財
政
局

の
佐
藤
文
俊
・
財
政
課
長
が
「
１８

年
度
地
方
財
政
対
策
」に
つ
い
て
、

同
局
の
丹
下
甲
一
・
公
営
企
業
課

長
が
「
政
策
金
融
改
革
」
に
つ
い

て
、
同
省
自
治
税
務
局
の
株
丹
達

也
・
企
画
課
長
が
「
１８
年
度
地
方

税
制
改
正
」に
つ
い
て
説
明
し
た
。

本本会会

五五
委委
員員
会会
がが
活活
動動
報報
告告

１８
年
度
へ
の
申
送
り
事
項
を
決
定

猪俣慧委員長
（喜多方市）

大和力委員長
（岩見沢市）
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広
域
行
政
圏

市
議
会
協
議
会

（
会
長
�
清
水

清
秋
・
新
庄
市

議
会
議
長
）
は
２
月
１６
日
、
東
京

・
九
段
会
館
で
総
会
を
開
き
、
１８

年
度
運
動
方
針
を
決
定
し
た
。

広
域
行
政
圏
を
取
り
巻
く
環
境

は
、
昭
和
４４
年
の
広
域
市
町
村
圏

の
設
定
か
ら
３６
年
が
経
過
す
る
な

か
、
市
町
村
合
併
の
進
展
等
に
よ

り
大
き
く
変
化
し
て
い
る
。
同
協

議
会
が
昨
年
８
月
に
実
施
し
た
加

盟
市
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、
合
併
に

伴
い
圏
域
や
事
業
を
見
直
す
必
要

性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
運
動
方
針
は
、
今
後
の

合
併
の
動
向
等
を
踏
ま
え
つ
つ
広

域
行
政
圏
施
策
の
拡
充
強
化
を
図

る
た
め
、
�
広
域
行
政
圏
の
具
体

的
指
針
の
早
期
明
示
と
新
た
な
広

域
行
政
機
構
の
構
築
�
地
域
活
性

化
事
業
の
拡
充
強
化
�
地
域
再
生

関
連
対
策
の
拡
充
強
化
�
ふ
る
さ

と
市
町
村
圏
基
金
に
関
す
る
取
り

扱
い
見
直
し
―
―
な
ど
の
実
現
を

目
標
と
し
、
関
係
各
方
面
に
対
し

て
要
望
運
動
を
行
う
と
し
た
。

当
日
は
、
総
務
省
の
望
月
達
史

・
市
町
村
課
長
が
「
地
方
分
権
と

広
域
行
政
圏
を
め
ぐ
る
最
近
の
動

向
」
に
つ
い
て
説
明
し
た
。

本
会
の
社
会
文
教
委
員
会
（
委

員
長
�
馬
殿
敏
男
・
宝
塚
市
議
会

議
長
）
の
正
副
委
員
長
は
２
月
２０

日
、
小
池
百
合
子
・
環
境
大
臣
に

面
談
し
、
関
係
施
策
に
つ
い
て
要

望
を
行
っ
た
。

要
望
は
、
昨
年
１１
月
の
委
員
会

で
決
定
し
た
事
項
の
う
ち
、
生
活

環
境
施
策
に
関
す
る
も
の
。
▽
温

室
効
果
ガ
ス
の
削
減
・
排
出
抑
制

策
に
よ
る
地
球
温
暖
化
対
策
▽
廃

棄
物
処
理
施
設
整
備
事
業
に
対
す

る
万
全
な
財
源
措
置
▽
デ
ポ
ジ
ッ

ト
制
度
、
リ
サ
イ
ク
ル
料
金
前
払

い
制
度
の
導
入
な
ど
リ
サ
イ
ク
ル

対
策
▽
自
動
車
Ｎ
Ｏ
ｘ

・
Ｐ
Ｍ
法

に
お
け
る
車
種
規
制
の
全
国
一
律

化
―
―
な
ど
を
求
め
て
い
る
。

本
会
の
国
松
誠
会
長
ら
地
方
六

団
体
代
表
は
２
月
２２
日
、
地
方
財

政
に
関
す
る
総
務
大
臣
と
の
会
合

に
出
席
、
意
見
交
換
し
た
。

会
合
に
は
、
竹
中
平
蔵
・
総
務

大
臣
は
じ
め
、
山
崎
力
・
同
副
大

臣
、
桜
井
郁
三
・
同
政
務
官
ら
が

出
席
。
瀧
野
自
治
財
政
局
長
が
、

総
務
大
臣
の
私
的
機
関
「
地
方
分

権
２１
世
紀
ビ
ジ
ョ
ン
懇
談
会
」
で

の
検
討
状
況
や
、
１８
年
度
か
ら
導

入
さ
れ
る
地
方
債
協
議
制
度
の
概

要
等
に
つ
い
て
説
明
し
た
。

六
団
体
か
ら
は
、
政
府
が
進
め

る
政
策
金
融
改
革
な
ど
に
関
し
要

望
。
公
営
企
業
金
融
公
庫
廃
止
後

の
新
た
な
制
度
設
計
に
つ
い
て
、

地
方
へ
の
安
定
的
か
つ
継
続
的
な

資
金
供
給
が
可
能
な
機
能
を
確
保

す
る
こ
と
な
ど
を
求
め
た
。

２
月
２７
日
か
ら
３
月
５
日
に
か

け
、
市
町
村
合
併
で
新
た
に
８
市

が
誕
生
し
た
ほ
か
、
３
市
で
編
入

合
併
が
あ
っ
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
全
国
の
市
数
は

７
９
０
市
と
な
っ
た
。

新
市
の
概
要
は
次
の
と
お
り
。

新
た
に
誕
生
し
た
市

ひ
ろ
さ
き

▽
弘
前
市
（
青
森
県
）

合
併
日

２
月
２７
日

合
併
関
係
市
町
村

弘
前
市
、
岩
木
町
、
相
馬
村

議
員
定
数

６１
人
（
在
任
特
例
）

こ
う

し

▽
合
志
市
（
熊
本
県
）

合
併
日

２
月
２７
日

合
併
関
係
市
町
村

合
志
町
、
西
合
志
町

議
員
定
数

３３
人
（
在
任
特
例
）

は
し
も
と

▽
橋
本
市
（
和
歌
山
県
）

合
併
日

３
月
１
日

合
併
関
係
市
町
村

橋
本
市
、
高
野
口
町

議
員
定
数

３３
人
（
在
任
特
例
）

み
よ
し

▽
三
好
市
（
徳
島
県
）

合
併
日

３
月
１
日

合
併
関
係
市
町
村

三
野
町
、
池
田
町
、
山
城
町
、

井
川
町
、
東
祖
谷
山
村
、
西
祖

谷
山
村

議
員
定
数

３８
人
（
定
数
特
例
）

こ
う
な
ん

▽
香
南
市
（
高
知
県
）

合
併
日

３
月
１
日

合
併
関
係
市
町
村

赤
岡
町
、
香
我
美
町
、
野
市
町
、

夜
須
町
、
吉
川
村

議
員
定
数

２６
人

か

み

▽
香
美
市
（
高
知
県
）

合
併
日

３
月
１
日

合
併
関
係
市
町
村

土
佐
山
田
町
、
香
北
町
、
物
部

村
議
員
定
数

３８
人
（
在
任
特
例
）

た
け

お

▽
武
雄
市
（
佐
賀
県
）

合
併
日

３
月
１
日

合
併
関
係
市
町
村

武
雄
市
、
山
内
町
、
北
方
町

議
員
定
数

３０
人

き
た

み

▽
北
見
市
（
北
海
道
）

合
併
日

３
月
５
日

合
併
関
係
市
町
村

北
見
市
、
端
野
町
、
常
呂
町
、

留
辺
蘂
町

議
員
定
数

３６
人
（
定
数
特
例
）

編
入
合
併
し
た
市

▽
伊
達
市
（
北
海
道
）

合
併
日

３
月
１
日

合
併
関
係
市
町
村

伊
達
市
、
大
滝
村

議
員
定
数

３０
人
（
在
任
特
例
）

▽
甲
府
市
（
山
梨
県
）

合
併
日

３
月
１
日

合
併
関
係
市
町
村

甲
府
市
、中
道
町
、上
九
一
色
村

議
員
定
数

３８
人

▽
福
山
市
（
広
島
県
）

合
併
日

３
月
１
日

合
併
関
係
市
町
村

福
山
市
、
神
辺
町

議
員
定
数

４６
人
（
定
数
特
例
）

総
会
で
運
動
方
針
決
定

広
域
行
政
圏
協
議
会

３月５日現在の市数
７９０市

うち
指定都市 １４市
中核市 ３７市
特例市 ３９市
一般市 ６７７市
特別区 ２３区

総会であいさつする清水広域協会長

小
池
環
境
大
臣
に
要
望

社
会
文
教
委
員
会

小池環境相（左から２人目）に要望
する社会文教委員会の正副委員長

竹中総務相との会合のもよう

地
方
財
政
に
関
し

総
務
大
臣
と
会
合

六団体

２
／
２７
〜
３
／
５

８
市
誕
生
、３
市
編
入

（３） 平成１８年３月５日 第１６０９号（第三種郵便物認可）全 国 市 議 会 旬 報



トトピピッッ
ククスス

議

会

人

事

新

刊

紹

介

昨
年
、
通
行
人
や
対
向
車
両
な

ど
に
向
け
て
、
改
造
エ
ア
ガ
ン
の

発
砲
事
件
が
相
次
い
で
発
生
し
、

大
き
な
社
会
問
題
と
な
っ
た
。
警

察
庁
は
事
件
の
続
発
を
受
け
、
改

造
エ
ア
ガ
ン
の
取
り
締
ま
り
強
化

等
を
行
っ
て
い
る
。

法
律
上
玩
具
で
あ
る
エ
ア
ガ
ン

は
、
所
持
す
る
こ
と
自
体
違
法
で

は
な
い
が
、
改
造
に
よ
り
威
力
が

増
し
、
大
変
危
険
な
武
器
・
凶
器

と
な
る
。
ま
た
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
を
通
じ
て
、
改
造
エ
ア
ガ
ン
や

部
品
、
改
造
方
法
な
ど
の
情
報
の

入
手
が
容
易
に
な
っ
て
い
る
。

そ
の
た
め
意
見
書
は
、
事
件
の

再
発
防
止
の
た
め
、
業
界
団
体
の

改
造
防
止
に
向
け
た
自
主
規
制
促

進
や
販
売
店
へ
の
指
導
強
化
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
改
造
エ
ア
ガ

ン
販
売
取
り
締
ま
り
強
化
、
保
護

者
等
へ
の
エ
ア
ガ
ン
に
関
す
る
広

報
な
ど
を
求
め
て
い
る
。

警
察
庁
が
今
通
常
国
会
に
提
出

予
定
の
銃
刀
法
改
正
案
で
は
、
威

力
の
大
き
い
一
部
エ
ア
ガ
ン
の
所

持
を
規
制
す
る
と
し
て
い
る
。

▼
議
長

▽
鹿
屋

西
薗
孝
行（
１
・
１２
）

▽
稚
内

河
野
至
緒（
１
・
３１
）

▽
西
尾

岡
田
隆
司（
１
・
３１
）

▽
潮
来

高
塚

直（
２
・
１３
）

▼
副
議
長

▽
鹿
屋
東
桂
木
満
州
男（
１
・
１２
）

▽
西
尾

�
須

武（
１
・
３１
）

▽
潮
来

今
泉
利
拓（
２
・
１３
）

「
自
治
を
担
う
議
会
改
革
」

〜
住
民
と
歩
む

協
働
型
議
会
の
実
現
〜

江
藤
俊
昭

著

（
山
梨
学
院
大
学
法
学
部
教
授
）

▽
議
会
運
営
、
定
数
、
報
酬
、

マ
ニ
ュ
フ
ェ
ス
ト
、
選
挙
制

度
を
網
羅
し
て
議
会
改
革
を

提
唱

▽
い
ま
こ
そ
分
権
に
ふ
さ
わ
し

い
議
会
へ
と
変
革
が
求
め
ら

れ
る
時
代

▽
住
民
と
歩
む
協
働
型
議
会
と

は
自
治
の
確
立
と
議
会
の
役
割
を

わ
か
り
や
す
く
解
説
。
住
民
・
議

員
・
職
員
の
疑
問
に
明
快
に
答
え

る
一
冊
。

（
イ
マ
ジ
ン
出
版
刊
、
Ａ
５
判
１

６
５
頁
、
本
体
１
５
０
０
円
）

議会 前
号
に
続
き
、
全
国
市
議
会
議
長
会
が
ま
と
め
た
各
市
議
会
の
１２
月
定
例
会
を
中
心
に
議
決
し
た
意
見

書
・
決
議
の
状
況
（
下
）
を
み
る
と
、
改
造
エ
ア
ガ
ン
の
発
砲
事
件
が
続
発
し
た
こ
と
を
受
け
、
「
改
造

エ
ア
ガ
ン
に
対
す
る
取
締
り
強
化
」
を
求
め
る
も
の
が
今
回
急
増
、
最
多
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
道
路

整
備
の
促
進
や
財
源
の
確
保
を
求
め
る
意
見
書
も
依
然
多
い
。

意見書・決議の議決状況（下） （１７．１１．１～１８．１．３１）

決 議
【建設・運輸・郵政・国土保全】 【 １４４】 【 ７】
○道路整備の促進と財源の確保 ６０ ３
○構造計算書偽装問題の全容解明と再発防 ３７ ―
止
○道路特定財源制度の堅持など ２７ ―
○その他 ２０ ４
【労働・商工】 【 ８７】 【 ０】
○出資法の上限金利の引き下げなど ３３ ―
○公共工事の建設労働者の適正な労働条件 １５ ―
確保
○国の季節労働者冬期援護制度の存続など １０ ―
○パートタイム労働者の待遇改善 ７ ―
○政府系金融機関の存続など ７ ―
○地域と中小企業の金融環境の改善と金融 ５ ―
の円滑化
○最低賃金の引き上げ ４ ―
○原油価格の高騰に対する対策 ３ ―
○その他 ３ ―
【警察・防災・消防】 【 ９０】 【 １】
○改造エアガン取り締まり対策の強化 ７６ ―
○耐震化促進のための施策の拡充 ６ ―
○水害等対策の充実・強化 ４ ―
○その他 ４ １
【外交・防衛・国際関係】 【 ３４】 【 １９】
○在日米軍の再編計画案反対 １４ ６
○原子力空母配備の反対 ５ １
○拉致問題の全容解明と早期解決 ４ １
○イラクからの自衛隊の撤退 ３ ―
○核兵器廃絶平和都市宣言 １ ７
○その他 ７ ４
【社会・くらし】 【 １４９】 【 １６】
○児童扶養手当の減額率の緩和 ３３ ―
○都市再生機構の家賃値上げ反対 ２１ ―
○障害者自立支援法による「定率負担」導 １７ １
入の再検討
○社会保障制度の抜本改革と最低保障年金 １２ ―
制度の創設
○介護保険制度の改善 ９ ―
○人権侵害救済法の早期策定 ７ ―
○生活保護費の国庫負担引き下げ反対 ７ １
○障害者福祉制度の充実 ５ ―
○児童手当の拡充 ４ ―
○子どもの安全確保 ４ ８
○次世代育成支援施策の充実 ４ ―
○「リフォーム詐欺」から高齢者等を守る ４ ―
ための対策強化
○在日外国人無年金者の救済 ３ ―
○裁判員制度の導入に向けての環境整備 ２ ―
○その他 １７ ６
【その他】 【 ０】 【 ０】
【合 計】 【 ５０４】 【 ４３】
【総合計】 【１８４４】 【 ６８】

意見書件 名

「
改
造
エ
ア
ガ
ン
取
締
り
強
化
」急
増

１１２２
月月
定定
例例
会会
のの

意意
見見
書書
・・
決決
議議
のの
状状
況況

（下）

第１６０９号 平成１８年３月５日 （４）（第三種郵便物認可）全 国 市 議 会 旬 報



１
�
は
じ
め
に

地
方
議
会
議
員
年
金
制
度
は
、
地
方
議
会
議
員

に
よ
る
任
意
加
入
の
互
助
年
金
制
度
と
し
て
、
昭

和
３６
年
に
議
員
立
法
に
よ
り
創
設
さ
れ
、
昭
和
３７

年
に
地
方
公
務
員
共
済
組
合
法
が
制
定
さ
れ
た
際

に
、
地
方
議
会
議
員
互
助
年
金
制
度
関
係
の
規
定

が
同
法
に
移
行
さ
れ
て
か
ら
、
数
次
の
改
正
を
経

て
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

平
成
１４
年
に
は
、
地
方
議
会
議
員
の
年
金
財
政

の
状
況
に
か
ん
が
み
、
現
役
会
員
の
負
担
を
引
き

上
げ
、
給
付
を
引
き
下
げ
る
等
の
見
直
し
を
行

い
、
概
ね
２０
年
後
に
お
い
て
も
給
付
が
可
能
と
な

る
よ
う
制
度
改
正
（
以
下
「
平
成
１４
年
改
正
」
と

い
う
。
）
が
行
わ
れ
た
。

当
時
、
既
に
市
町
村
合
併
は
強
力
に
推
進
さ
れ

て
お
り
、
市
町
村
合
併
の
進
展
に
伴
い
地
方
議
会

議
員
年
金
の
財
政
状
況
が
悪
化
す
る
こ
と
は
予
想

さ
れ
て
い
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
平
成
１４
年
改
正
の
際
に
は
、

市
町
村
合
併
の
進
捗
の
確
た
る
見
込
み
を
立
て
る

こ
と
が
困
難
で
あ
る
一
方
で
、
会
員
数
の
見
込
み

は
年
金
財
政
の
試
算
に
最
も
大
き
な
影
響
を
与
え

る
こ
と
か
ら
、
市
町
村
合
併
の
影
響
に
つ
い
て

は
、
次
期
財
政
再
計
算
（
平
成
１８
年
）
に
お
い
て

対
応
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
の
後
、
市
町
村
合
併
の
取
組
み
は
全
国
的
に

続
け
ら
れ
、
そ
の
結
果
、
市
議
会
議
員
共
済
会
及

び
町
村
議
会
議
員
共
済
会
に
お
い
て
は
、
市
町
村

合
併
の
急
速
な
進
展
に
伴
う
会
員
数
の
減
少
と
退

職
年
金
受
給
者
の
増
加
に
よ
り
、
年
金
財
政
は
非

常
に
厳
し
い
状
況
に
あ
る
。

ま
た
、
都
道
府
県
議
会
議
員
共
済
会
に
お
い
て

も
、
年
金
受
給
者
の
高
齢
化
に
伴
う
受
給
期
間
の

延
び
等
に
よ
り
、
年
金
財
政
は
非
常
に
厳
し
い
財

政
状
況
に
あ
る
。

本
検
討
会
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
を

踏
ま
え
、
平
成
１７
年
７
月
以
来
、
地
方
議
会
議
員

年
金
制
度
を
将
来
に
わ
た
っ
て
安
定
し
た
制
度
と

す
る
た
め
に
講
ず
べ
き
施
策
に
つ
い
て
議
論
を
重

ね
、
以
下
の
と
お
り
対
応
策
を
取
り
ま
と
め
る
こ

と
と
し
た
。

２
�
地
方
議
会
議
員
年
金
の
財
政
状
況

市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

４０
年
法
律
第
６
号
。
以
下
「
旧
市
町
村
合
併
特
例

法
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
市
町
村
合
併
の
進
展

の
状
況
を
踏
ま
え
れ
ば
、
市
議
会
議
員
共
済
会
及

び
町
村
議
会
議
員
共
済
会
に
お
い
て
は
、
極
め
て

短
期
間
に
両
共
済
会
を
併
せ
た
会
員
数
が
約
３
割

減
少
す
る
一
方
で
、
退
職
年
金
受
給
者
は
増
加
す

る
見
込
み
で
あ
り
、
平
成
２０
年
度
に
は
積
立
金
の

枯
渇
が
見
込
ま
れ
て
い
る
。

ま
た
、
市
町
村
合
併
の
影
響
を
直
接
に
は
受
け

な
い
都
道
府
県
議
会
議
員
共
済
会
に
お
い
て
も
、

年
金
受
給
者
の
高
齢
化
の
進
展
等
に
よ
り
、
平
成

３１
年
度
に
は
積
立
金
の
枯
渇
が
見
込
ま
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
い
ず
れ
の
共
済
会
に
お
い
て

も
、
地
方
議
会
議
員
年
金
の
収
支
状
況
は
非
常
に

厳
し
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

３
�
対
応
策
の
検
討
に
当
た
っ
て
の
前
提

（
１
）
検
討
対
象
期
間

対
応
策
を
検
討
す
る
に
当
た
り
、
５０
年
、
６０
年

と
い
っ
た
極
め
て
長
期
に
わ
た
る
試
算
を
行
う
こ

と
も
考
え
ら
れ
る
が
、

�
公
的
年
金
制
度
と
異
な
り
、
地
方
議
会
議
員

年
金
制
度
は
、
年
金
受
給
資
格
を
得
る
た
め
に
必

要
と
さ
れ
る
在
職
年
数
が
短
い
こ
と
、

�
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
が
大
き
い
中
で
極
め

て
長
期
に
わ
た
る
試
算
を
前
提
に
制
度
を
検
討
す

る
こ
と
は
、
逆
に
当
面
の
制
度
の
安
定
性
を
損
な

う
可
能
性
が
あ
る
こ
と
、

�
市
町
村
合
併
の
進
展
の
影
響
に
よ
り
年
金
財

政
に
生
じ
た
収
支
の
不
均
衡
が
改
善
さ
れ
る
た
め

の
期
間
を
見
込
む
必
要
が
あ
る
こ
と

等
か
ら
、
本
検
討
会
で
は
、
概
ね
今
後
２０
年
間
を

対
象
と
し
て
制
度
が
安
定
的
に
運
営
で
き
る
よ
う

に
対
応
策
を
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
。

（
２
）
市
町
村
合
併
の
進
展
に
よ
る
影
響
に
つ
い

て�
平
成
１４
年
改
正
に
お
け
る
市
町
村
合
併
の
進
展

に
よ
る
影
響
の
取
扱
い

平
成
１４
年
改
正
に
お
い
て
は
、
条
例
定
数
の
削

減
等
に
よ
る
会
員
数
の
減
少
や
、
高
齢
化
に
伴
う

受
給
期
間
の
延
び
等
に
対
応
す
る
た
め
、
現
役
会

員
の
負
担
を
引
き
上
げ
、
給
付
を
２
割
引
き
下
げ

る
等
の
制
度
改
正
を
行
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
市
町
村
合
併
の
進
展
に
よ
る

影
響
に
つ
い
て
は
、
当
時
は
そ
の
後
の
市
町
村
合

併
の
進
展
を
確
た
る
数
値
と
し
て
見
込
む
こ
と
が

困
難
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
地
方
議
会
議
員
年
金

制
度
検
討
会
報
告
（
平
成
１４
年
２
月
）
に
お
い
て

は
、
「
さ
ら
に
合
併
が
進
展
し
た
場
合
に
は
、
別

途
の
措
置
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
」
と
さ
れ
、

次
期
財
政
再
計
算
（
平
成
１８
年
）
に
お
い
て
対
応

す
る
こ
と
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

�
本
検
討
会
に
お
け
る
市
町
村
合
併
の
進
展
に
よ

る
影
響
の
取
扱
い

市
町
村
合
併
の
進
展
に
よ
る
影
響
に
つ
い
て
は
、

旧
市
町
村
合
併
特
例
法
の
申
請
期
限
が
平
成
１７
年

３
月
３１
日
ま
で
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
進
展
の
状

況
を
見
通
す
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、

本
検
討
会
に
お
い
て
は
、
前
回
の
制
度
改
正
で
対

応
す
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
市
町
村
合
併
の
進

展
に
よ
る
影
響
に
対
す
る
対
応
策
を
中
心
に
、
必

要
な
措
置
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
。

４
�
年
金
財
政
安
定
化
の
た
め
に
取
り
う
る
対
応

策
に
つ
い
て

上
述
の
よ
う
な
前
提
を
踏
ま
え
、
本
検
討
会
で

は
、
次
の
と
お
り
対
応
策
を
取
り
ま
と
め
た
。
こ

れ
ら
の
対
応
策
を
講
じ
る
こ
と
に
よ
り
、
市
町
村

合
併
の
影
響
に
よ
り
厳
し
い
財
政
状
況
に
な
り
な

が
ら
も
、
概
ね
２０
年
後
に
お
い
て
も
安
定
し
た
給

付
が
可
能
と
な
る
見
通
し
で
あ
る
が
、
今
後
と
も

安
定
的
な
給
付
を
行
う
た
め
に
は
財
政
再
計
算
ご

と
に
財
政
状
況
を
踏
ま
え
て
必
要
な
措
置
を
講
じ

る
必
要
が
あ
る
。

（
１
）
収
入
面
及
び
給
付
面
か
ら
取
り
う
る
対
応

策
に
つ
い
て

�
収
入
面
の
見
直
し

地
方
議
会
議
員
年
金
の
財
政
状
況
を
踏
ま
え
る

と
、
年
金
財
政
安
定
化
の
た
め
に
は
、
い
ず
れ
の

共
済
会
に
お
い
て
も
、
一
定
の
収
入
面
の
見
直
し

が
必
要
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
市
議
会
議
員
共
済
会
及
び
町

村
議
会
議
員
共
済
会
と
都
道
府
県
議
会
議
員
共
済

地地
方方
議議
会会
議議
員員
年年
金金
制制
度度
検検
討討
会会
報報
告告

（（全全文文））
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会
と
で
は
財
政
状
況
等
に
相
違
が
あ
る
た
め
、
市

議
会
議
員
共
済
会
及
び
町
村
議
会
議
員
共
済
会
の

場
合
と
都
道
府
県
議
会
議
員
共
済
会
の
場
合
を
分

け
て
収
入
面
の
見
直
し
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

（
ア
）
市
議
会
議
員
共
済
会
及
び
町
村
議
会
議
員

共
済
会
の
場
合

掛
金
率
、
特
別
掛
金
率
及
び
負
担
金
率
に
つ
い

て
は
、
後
述
の
よ
う
に
市
議
会
議
員
共
済
会
及
び

町
村
議
会
議
員
共
済
会
の
財
政
単
位
を
一
元
化
す

る
こ
と
を
前
提
と
す
れ
ば
、
「
同
一
負
担
、
同
一

給
付
」
と
す
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
両
共

済
会
で
同
率
と
す
る
必
要
が
あ
る
。

掛
金
率
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
制
度
改
正

に
よ
り
、
す
で
に
相
当
程
度
高
い
水
準
に
引
き
上

げ
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
年
金
財
政
の
状
況
を
踏

ま
え
れ
ば
、
更
に
一
定
の
引
上
げ
を
行
う
こ
と
は

や
む
を
得
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

特
別
掛
金
率
に
つ
い
て
も
、
平
成
１４
年
改
正
に

お
い
て
、
す
で
に
大
幅
な
引
上
げ
を
行
っ
て
い
る

も
の
の
、
年
金
財
政
の
状
況
を
踏
ま
え
、
更
な
る

引
上
げ
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

以
上
の
観
点
か
ら
、
収
入
面
の
見
直
し
に
つ
い

て
は
、
掛
金
率
を
１６
・
０
％
、
特
別
掛
金
率
を
７

・
５
％
と
す
る
。
た
だ
し
、
市
議
会
議
員
共
済
会

及
び
町
村
議
会
議
員
共
済
会
で
掛
金
率
及
び
特
別

掛
金
率
を
同
一
と
す
る
た
め
に
は
、
市
議
会
議
員

共
済
会
の
掛
金
率
の
引
上
げ
幅
が
大
き
く
な
る
こ

と
か
ら
、
市
議
会
議
員
共
済
会
の
掛
金
率
は
、
２

年
間
で
引
上
げ
を
行
う
こ
と
と
す
る
（
市
議
会
議

員
共
済
会
に
つ
い
て
は
、
平
成
１９
年
度
は
１４
・
５

％
）負

担
金
率
に
つ
い
て
も
、
掛
金
率
の
引
上
げ
幅

を
踏
ま
え
、
１２
・
０
％
に
引
き
上
げ
る
も
の
と
す

る
。

（
イ
）
都
道
府
県
議
会
議
員
共
済
会
の
場
合

年
金
財
政
の
状
況
を
踏
ま
え
る
と
、
掛
金
率
に

つ
い
て
は
一
定
の
引
上
げ
が
必
要
で
あ
り
、
１３
・

０
％
に
引
き
上
げ
る
こ
と
と
す
る
が
、
特
別
掛
金

率
に
つ
い
て
は
据
え
置
く
こ
と
と
し
、
負
担
金
率

に
つ
い
て
も
据
え
置
く
こ
と
と
す
る
。

�
給
付
面
の
見
直
し

厳
し
い
年
金
財
政
の
状
況
に
対
し
、
掛
金
の
引

上
げ
の
み
に
よ
り
対
応
す
る
た
め
に
は
掛
金
率
を

最
大
で
現
行
の
２
倍
以
上
に
引
き
上
げ
る
必
要
が

あ
り
、
現
役
会
員
の
過
大
な
負
担
増
と
な
る
こ
と

か
ら
、
年
金
財
政
の
安
定
的
な
運
営
の
た
め
に

は
、
給
付
に
つ
い
て
も
一
定
程
度
の
引
下
げ
を
行

う
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
。

そ
の
際
、
市
議
会
議
員
共
済
会
及
び
町
村
議
会

議
員
共
済
会
と
都
道
府
県
議
会
議
員
共
済
会
と
で

は
、
年
金
財
政
の
状
況
等
に
相
違
が
あ
る
も
の

の
、
地
方
議
会
議
員
年
金
制
度
が
「
地
方
議
会
議

員
の
任
務
の
重
要
性
を
勘
案
し
て
政
策
的
に
設
け

ら
れ
た
互
助
年
金
制
度
」
で
あ
る
と
い
う
制
度
の

趣
旨
・
性
格
は
、
都
道
府
県
、
市
、
町
村
の
区
分

に
か
か
わ
ら
ず
同
じ
で
あ
り
、
給
付
に
つ
い
て

は
、
従
来
ど
お
り
同
一
の
取
扱
い
と
す
る
こ
と
が

必
要
で
あ
る
。

以
上
の
観
点
か
ら
、
給
付
に
つ
い
て
は
、
平
成

１４
年
改
正
に
お
い
て
、
既
に
年
金
算
定
基
礎
率
を

１
５
０
分
の
５０
か
ら
１
５
０
分
の
４０
に
２０
％
引
き

下
げ
て
い
る
こ
と
を
勘
案
し
、
年
金
算
定
基
礎
率

を
１
５
０
分
の
３５
ま
で
更
に
１２
・
５
％
引
き
下
げ

る
こ
と
と
す
る
。

ま
た
、
年
金
受
給
資
格
を
得
る
の
に
必
要
な
在

職
年
数
（
１２
年
）
を
１
年
超
え
る
ご
と
に
年
金
算

定
基
礎
率
に
加
算
さ
れ
る
加
算
率
（
現
行
１
５
０

分
の
０
・
８
）
に
つ
い
て
も
、
年
金
算
定
基
礎
率

と
同
様
に
１２
・
５
％
引
き
下
げ
る
こ
と
と
し
、
１

５
０
分
の
０
・
７
と
す
る
。

た
だ
し
、
制
度
改
正
前
に
議
員
歴
を
有
す
る
者

に
つ
い
て
は
、
将
来
の
給
付
に
対
す
る
期
待
を
考

慮
し
て
給
付
の
引
下
げ
に
経
過
措
置
を
設
け
る
こ

と
と
す
る
。

さ
ら
に
、
厳
し
い
年
金
財
政
の
状
況
を
踏
ま
え

れ
ば
、
現
役
会
員
だ
け
で
は
な
く
、
既
裁
定
者
に

対
し
て
も
応
分
の
負
担
を
求
め
る
こ
と
が
必
要
で

あ
る
。
（
既
裁
定
者
に
対
す
る
給
付
の
引
下
げ
の

考
え
方
に
つ
い
て
は
、
（
４
）
に
お
い
て
検
討
す

る
。
）

�
市
町
村
合
併
の
進
展
に
よ
る
影
響
に
対
す
る
激

変
緩
和
の
た
め
の
措
置

市
町
村
合
併
が
進
め
ば
、
行
政
改
革
効
果
が
上

が
る
一
方
で
、
地
方
議
会
議
員
年
金
財
政
に
は
悪

影
響
を
与
え
る
こ
と
か
ら
、
旧
市
町
村
合
併
特
例

法
及
び
市
町
村
の
合
併
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律

（
平
成
１６
年
法
律
第
５９
号
）
に
お
い
て
、
国
は
、

地
方
議
会
議
員
年
金
の
健
全
な
運
営
に
必
要
な
措

置
を
講
ず
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

市
町
村
合
併
の
進
展
に
よ
る
影
響
に
対
し
て

は
、
こ
れ
ら
の
法
律
の
規
定
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、

急
激
な
会
員
数
の
減
少
の
影
響
を
、
地
方
公
共
団

体
の
負
担
金
に
よ
り
緩
和
す
る
措
置
を
行
う
こ
と

が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
市
町
村
合
併
の
進
展
に
よ
る
影
響
に
対

す
る
上
記
措
置
は
、
急
激
な
会
員
数
の
減
少
に
対

す
る
激
変
緩
和
措
置
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
市
町
村

合
併
の
影
響
が
特
に
大
き
い
期
間
で
あ
る
平
成
１９

年
度
か
ら
平
成
２８
年
度
ま
で
の
１０
年
間
の
時
限
措

置
と
し
、
当
該
期
間
の
終
了
後
は
、
平
成
２９
年
度

か
ら
平
成
３３
年
度
ま
で
の
５
年
間
に
漸
減
し
、
平

成
３４
年
度
に
廃
止
す
る
こ
と
と
す
る
。

一
方
で
、
負
担
金
の
水
準
に
つ
い
て
は
、
住
民

の
理
解
を
得
ら
れ
る
も
の
と
な
る
よ
う
、
公
費
負

担
率
が
５０
％
以
下
に
と
ど
ま
る
程
度
と
す
る
こ
と

が
必
要
で
あ
る
。

以
上
の
観
点
か
ら
、
市
町
村
合
併
の
進
展
に
よ

る
影
響
に
対
す
る
激
変
緩
和
措
置
と
し
て
の
負
担

金
率
は
、
標
準
報
酬
月
額
の
４
・
５
％
と
す
る
。

た
だ
し
、
平
成
１９
年
度
は
、
市
議
会
議
員
共
済
会

の
掛
金
率
を
段
階
的
に
引
き
上
げ
る
途
上
に
あ
る

こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
踏
ま
え
、
負
担
金
率
を
通
常

の
年
度
よ
り
低
く
設
定
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
激

変
緩
和
措
置
と
し
て
の
負
担
金
を
含
め
た
と
こ
ろ

の
公
費
負
担
率
は
最
大
で
も
４０
％
台
後
半
に
と
ど

ま
る
見
込
み
で
あ
る
。

�
在
職
加
算
年
数
の
上
限
の
見
直
し

地
方
議
会
議
員
年
金
の
額
は
、
在
職
期
間
が
１２

年
を
超
え
る
１
年
ご
と
に
、
在
職
５０
年
ま
で
は
、

一
定
割
合
で
加
算
さ
れ
る
。

実
際
に
５０
年
ま
で
在
職
す
る
者
は
極
め
て
少
数

で
あ
る
も
の
の
、
５０
年
在
職
し
た
場
合
の
年
金
額

は
か
な
り
の
高
額
に
な
る
こ
と
か
ら
、
最
高
で
も

平
均
年
金
額
の
２
倍
以
内
と
な
る
よ
う
、
在
職
加

算
年
数
の
上
限
を
３０
年
に
引
き
下
げ
る
こ
と
と
す

る
。

�
一
時
金
の
見
直
し

一
時
金
制
度
は
、
掛
金
の
掛
け
捨
て
を
救
済
す

る
た
め
、昭
和
４０
年
に
創
設
さ
れ
た
制
度
で
あ
り
、

年
金
受
給
資
格
を
満
た
さ
な
い
者
に
対
し
て
、
在

職
年
数
に
応
じ
て
、
納
め
た
掛
金
総
額
の
１
０
０

分
の
５６
か
ら
１
０
０
分
の
７２
を
一
時
金
と
し
て
支
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給
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

一
時
金
に
つ
い
て
も
、
年
金
の
給
付
水
準
の
引

下
げ
と
の
均
衡
と
い
う
観
点
か
ら
、
年
金
算
定
基

礎
率
と
同
様
に
、
支
給
率
を
１２
・
５
％
引
き
下
げ

る
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
制
度
改
正
前
に
議
員

歴
を
有
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
一
時
金
受
給
に
対

す
る
期
待
権
を
考
慮
し
、
引
下
げ
幅
に
対
す
る
一

定
の
配
慮
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
す
る
。

�
高
額
所
得
者
に
対
す
る
退
職
年
金
の
一
部
支
給

停
止
の
見
直
し

高
額
所
得
者
に
対
し
て
は
、
退
職
年
金
の
額
と

前
年
度
の
所
得
の
額
に
応
じ
て
、
退
職
年
金
の
一

部
が
支
給
停
止
さ
れ
て
い
る
。

地
方
議
会
議
員
年
金
の
厳
し
い
財
政
状
況
に
対

応
す
る
た
め
、
既
裁
定
者
も
含
め
て
給
付
の
引
下

げ
を
行
う
今
回
の
対
応
策
で
は
、
地
方
議
会
議
員

年
金
が
互
助
年
金
で
あ
る
と
い
う
基
本
的
性
格
を

踏
ま
え
、
生
活
に
余
裕
の
あ
る
高
額
所
得
者
に
対

し
て
更
な
る
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
支
給
停
止
が
開
始
さ
れ
る
基
準
と

な
る
退
職
年
金
の
額
を
、
１２
・
５
％
引
き
下
げ
る

と
と
も
に
、
支
給
停
止
が
開
始
さ
れ
る
基
準
と
な

る
所
得
を
、
課
税
総
所
得
金
額
７
０
０
万
円
か
ら

総
所
得
金
額
５
０
０
万
円
に
引
き
下
げ
、
さ
ら

に
、
一
部
支
給
停
止
の
方
法
を
、
３５
％
〜
５０
％
の

超
過
累
進
で
の
停
止
か
ら
一
律
５０
％
停
止
に
見
直

す
こ
と
と
す
る
。

（
２
）
検
討
の
結
果
、
採
用
し
な
か
っ
た
対
応
策

に
つ
い
て

�
年
金
受
給
資
格
の
見
直
し

地
方
議
会
議
員
年
金
の
受
給
資
格
要
件
で
あ
る

在
職
年
数
は
１２
年
と
さ
れ
て
い
る
が
、
給
付
の
見

直
し
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
年
金
受
給
資
格
要
件

を
１２
年
よ
り
長
い
期
間
と
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ

る
。し

か
し
な
が
ら
、
年
金
受
給
資
格
要
件
の
延
長

は
、
退
職
一
時
金
支
出
の
増
加
を
招
き
、
特
に
年

金
財
政
の
状
況
が
厳
し
い
今
後
１０
年
間
の
収
支
を

悪
化
さ
せ
、
更
に
追
加
的
な
対
応
策
が
必
要
と
な

る
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
年
金
受
給
資
格
要
件

を
延
長
す
れ
ば
、
結
果
と
し
て
、
地
方
議
会
議
員

の
在
職
期
間
が
長
く
な
る
こ
と
も
予
想
さ
れ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
年
金
受
給
資
格
要
件
に
つ

い
て
は
、
見
直
し
を
行
わ
な
い
こ
と
と
す
る
。

�
遺
族
年
金
の
見
直
し

遺
族
年
金
の
額
は
、
退
職
年
金
の
２
分
の
１
に

相
当
す
る
額
と
さ
れ
て
い
る
が
、
給
付
の
見
直
し

と
い
う
観
点
か
ら
は
、
遺
族
年
金
の
支
給
率
を
引

き
下
げ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
遺
族
年
金
の
支
給
率
は
、
厚

生
年
金
等
に
お
け
る
遺
族
年
金
の
支
給
率
が
４
分

の
３
で
あ
る
こ
と
と
比
べ
て
、
既
に
低
い
水
準
に

あ
る
こ
と
、
ま
た
、
今
回
の
対
応
策
の
内
容
で
あ

る
退
職
年
金
の
引
下
げ
は
、
将
来
的
な
遺
族
年
金

の
引
下
げ
効
果
を
有
す
る
こ
と
か
ら
、
遺
族
年
金

の
支
給
率
に
つ
い
て
は
、
見
直
し
を
行
わ
な
い
こ

と
と
す
る
。

�
被
用
者
年
金
と
の
重
複
期
間
を
有
す
る
場
合
の

退
職
年
金
の
控
除
割
合
の
見
直
し

地
方
議
会
議
員
は
、
地
方
議
会
議
員
年
金
の
他

に
被
用
者
年
金
に
加
入
し
て
い
る
場
合
に
は
、
加

入
が
重
複
す
る
期
間
に
つ
い
て
、
議
員
年
金
額
か

ら
４０
％
（
公
費
相
当
部
分
）
を
控
除
す
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
る
。

こ
の
控
除
割
合
に
つ
い
て
は
、
市
議
会
議
員
共

済
会
及
び
町
村
議
会
議
員
共
済
会
に
お
い
て
は
、

市
町
村
合
併
の
影
響
に
対
応
す
る
た
め
の
負
担
金

が
措
置
さ
れ
て
い
る
期
間
は
、
公
費
負
担
率
が
４０

％
台
後
半
と
な
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
か

ら
、
実
態
に
合
わ
せ
て
割
合
を
引
き
上
げ
る
こ
と

も
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
市
町
村
合
併
の
進
展
に
伴
う

影
響
に
対
す
る
時
限
措
置
の
期
間
に
お
け
る
公
費

負
担
率
の
上
昇
は
、
市
町
村
合
併
の
影
響
に
対
応

す
る
た
め
の
措
置
を
行
っ
た
結
果
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
当
該
措
置
ま
で
含
め
て
公
費
相
当
部
分
の
控

除
を
実
施
す
る
こ
と
は
、
当
該
措
置
の
趣
旨
か
ら

妥
当
で
は
な
い
。

当
該
措
置
を
除
い
た
市
議
会
議
員
共
済
会
及
び

町
村
議
会
議
員
共
済
会
の
公
費
負
担
率
は
４０
％
を

下
回
る
見
通
し
で
あ
り
、
ま
た
、
都
道
府
県
議
会

議
員
共
済
会
の
公
費
負
担
率
も
４０
％
程
度
に
と
ど

ま
る
見
通
し
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
控
除
割
合
は
４０

％
に
と
ど
め
る
こ
と
と
す
る
。

（
３
）
共
済
会
の
組
織
及
び
財
政
単
位
の
在
り
方

に
つ
い
て

地
方
議
会
議
員
年
金
の
厳
し
い
財
政
状
況
に
対

応
す
る
た
め
に
は
、
共
済
会
の
間
で
の
財
政
調
整

や
年
金
財
政
の
一
元
的
運
用
等
に
よ
り
、
組
織
を

効
率
化
し
、
共
済
会
が
全
体
と
し
て
支
え
合
う
仕

組
み
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
形
態
に
は
、
組
織
の

統
合
や
財
政
単
位
の
一
元
化
が
考
え
ら
れ
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。

地
方
議
会
議
員
数
が
全
体
と
し
て
減
少
し
て
い

く
見
通
し
の
下
で
は
、
将
来
的
に
は
組
織
の
統
合

も
考
え
ら
れ
る
も
の
の
、
各
共
済
会
と
各
議
長
会

の
組
織
と
の
関
係
や
、
共
通
の
電
算
シ
ス
テ
ム
の

整
備
な
ど
、
統
合
に
向
け
た
課
題
に
つ
い
て
、
な

お
十
分
な
時
間
を
か
け
て
調
整
を
行
う
必
要
が
あ

る
。一

方
、
市
議
会
議
員
共
済
会
及
び
町
村
議
会
議

員
共
済
会
に
お
い
て
は
、
市
町
村
合
併
の
急
速
な

進
展
に
伴
い
、
短
期
間
に
、
多
く
の
会
員
や
受
給

者
が
、
町
村
議
会
議
員
共
済
会
か
ら
市
議
会
議
員

共
済
会
に
移
行
し
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
両
共
済
会

が
別
々
の
運
営
を
行
っ
て
き
た
制
度
前
提
が
大
き

く
変
化
し
て
い
る
。

こ
の
た
め
、
両
共
済
会
の
財
政
単
位
を
一
元
化

し
、
保
険
料
を
一
本
化
す
る
と
と
も
に
、
両
共
済

会
の
間
で
財
政
調
整
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。
な
お
、
現
行
の
移
換
金
制
度
に
つ
い
て
は
、

財
政
調
整
を
行
う
こ
と
を
踏
ま
え
、
廃
止
す
る
こ

と
と
す
る
。

ま
た
、
共
済
会
の
組
織
の
在
り
方
に
つ
い
て

は
、
統
合
に
向
け
た
課
題
の
検
討
を
進
め
て
い
く

と
と
も
に
、
事
務
処
理
を
効
率
化
し
て
い
く
こ
と

が
必
要
で
あ
る
。

（
４
）
既
裁
定
者
の
取
扱
い
に
つ
い
て

�
既
裁
定
者
に
対
す
る
給
付
の
引
下
げ
に
つ
い
て

既
裁
定
者
に
対
す
る
給
付
の
引
下
げ
は
、
平
成

１４
年
改
正
に
お
い
て
は
、
憲
法
第
２９
条
で
保
障
さ

れ
た
財
産
権
と
の
関
係
で
更
に
掘
り
下
げ
た
検
討

を
要
す
る
こ
と
か
ら
、
見
送
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ

る
。し

か
し
な
が
ら
、
地
方
議
会
議
員
年
金
制
度
を

長
期
的
に
安
定
し
た
制
度
と
す
る
た
め
に
、
現
役

会
員
の
負
担
を
引
き
上
げ
、
給
付
を
引
き
下
げ
、

共
済
会
の
財
政
単
位
の
在
り
方
に
つ
い
て
も
見
直

し
を
行
う
今
回
の
対
応
策
に
あ
っ
て
は
、
厳
し
い

年
金
財
政
の
状
況
に
対
応
す
る
た
め
、
既
裁
定
者

に
も
応
分
の
負
担
を
求
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

ま
た
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
市
議
会
議
員
共
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済
会
及
び
町
村
議
会
議
員
共
済
会
と
都
道
府
県
議

会
議
員
共
済
会
と
で
は
、
年
金
財
政
の
状
況
等
に

相
違
が
あ
る
も
の
の
、
そ
も
そ
も
地
方
議
会
議
員

年
金
制
度
は
、
都
道
府
県
議
会
議
員
、
市
議
会
議

員
、
町
村
議
会
議
員
に
共
通
す
る
地
方
議
会
議
員

の
任
務
の
重
要
性
を
考
慮
し
て
設
け
ら
れ
た
も
の

で
あ
り
、
そ
の
た
め
、
現
行
法
に
お
い
て
も
年
金

額
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
の
地
方
議
会
議

員
に
共
通
し
た
規
定
と
な
っ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
上
記
の
よ
う
な
現
行
規
定
や
そ

の
趣
旨
を
踏
ま
え
れ
ば
、
年
金
額
の
算
定
に
つ
い

て
は
、
従
来
ど
お
り
、
都
道
府
県
、
市
、
町
村
に

対
し
て
、
同
一
の
取
扱
い
と
す
る
こ
と
が
必
要
で

あ
る
。

�
給
付
の
引
下
げ
と
財
産
権
の
保
障
と
の
関
係
に

つ
い
て

憲
法
で
保
障
さ
れ
た
財
産
権
と
の
関
係
で
、
既

裁
定
者
に
対
す
る
給
付
の
引
下
げ
が
認
め
ら
れ
る

た
め
に
は
、
判
例
に
示
さ
れ
た
基
準
（
（
�
）
財

産
権
の
性
質
、
（
�
）
財
産
権
の
内
容
を
変
更
す

る
程
度
、
（
�
）
財
産
権
の
内
容
を
変
更
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
公
益
）
の
観
点
か
ら
の

検
討
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
に
つ
い

て
、次
の
よ
う
な
こ
と
が
言
え
る
も
の
と
考
え
る
。

（
�
）
財
産
権
の
性
質

地
方
議
会
議
員
年
金
は
、
公
的
年
金
と
は
別

に
、
地
方
議
会
議
員
の
任
務
の
重
要
性
を
勘
案
し

て
政
策
的
に
設
け
ら
れ
た
互
助
年
金
で
あ
り
、
財

源
に
つ
い
て
も
、
政
策
的
な
公
費
負
担
を
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、
生
活
の
安
定
と
い
う
目
的
ば
か
り

で
な
く
、政
策
的
な
性
格
を
有
す
る
年
金
で
あ
る
。

（
�
）
財
産
権
の
内
容
を
変
更
す
る
程
度

仮
に
、
給
付
を
１
割
程
度
引
き
下
げ
た
と
し
て

も
、
引
下
げ
幅
は
、
世
帯
主
が
６５
歳
以
上
の
世
帯

の
平
均
所
得
の
約
１
・
６
〜
４
・
９
％
に
と
ど
ま

る
こ
と
か
ら
、
一
般
的
に
は
既
裁
定
者
の
生
活
に

与
え
る
影
響
は
大
き
く
な
い
も
の
と
言
え
る
。

（
�
）
財
産
権
の
内
容
を
変
更
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
保
護
さ
れ
る
公
益

既
裁
定
者
に
応
分
の
負
担
を
求
め
る
こ
と
で
、

現
役
会
員
の
負
担
能
力
の
限
界
を
超
え
る
掛
金
の

引
上
げ
や
、
現
役
世
代
と
受
給
者
世
代
と
の
間
で

給
付
と
負
担
に
関
す
る
著
し
い
不
公
平
が
発
生
す

る
こ
と
、
公
費
負
担
が
増
大
す
る
こ
と
を
防
ぎ
、

ま
た
、
制
度
の
破
綻
に
よ
り
受
給
権
が
意
味
を
失

う
こ
と
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と

は
、
結
果
と
し
て
既
裁
定
者
の
権
利
を
保
護
す
る

こ
と
に
つ
な
が
る
。

以
上
の
検
討
を
踏
ま
え
る
と
、
き
わ
め
て
厳
し

い
地
方
議
会
議
員
年
金
の
年
金
財
政
の
状
況
の
下

で
、
現
役
会
員
の
負
担
を
更
に
引
き
上
げ
る
こ

と
、
現
役
会
員
の
給
付
を
更
に
引
き
下
げ
る
こ

と
、
共
済
会
の
財
政
単
位
の
在
り
方
に
つ
い
て
も

見
直
し
を
行
う
こ
と
な
ど
、
取
り
う
る
対
応
策
を

十
分
と
っ
た
上
で
、
既
裁
定
者
に
対
す
る
給
付
を

１
割
引
き
下
げ
る
こ
と
は
、
憲
法
上
も
許
容
さ
れ

る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
た
め
、
今
回
の
対
応
策
で
は
、
他
の
対
応

策
を
行
っ
た
上
で
、
既
裁
定
者
に
対
し
て
も
応
分

の
負
担
を
求
め
る
こ
と
と
し
、
既
裁
定
者
に
対
す

る
給
付
を
１０
％
引
き
下
げ
る
こ
と
と
す
る
。
た
だ

し
、
既
裁
定
者
の
生
活
に
与
え
る
影
響
を
考
慮

し
、
一
定
の
配
慮
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
す
る
。

５
�
終
わ
り
に

本
検
討
会
に
お
い
て
は
、
市
町
村
合
併
の
進
展

等
に
よ
り
厳
し
い
財
政
状
況
に
あ
る
地
方
議
会
議

員
年
金
制
度
を
今
後
と
も
安
定
的
に
運
営
し
て
い

く
た
め
に
は
、
ど
の
よ
う
な
制
度
改
正
を
行
う
べ

き
か
、
そ
の
具
体
的
な
対
応
策
に
つ
い
て
検
討
し

て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

検
討
の
結
果
、
対
応
策
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て

き
た
と
お
り
、
現
役
会
員
の
更
な
る
負
担
増
を
求

め
る
と
と
も
に
、
既
裁
定
者
に
も
応
分
の
負
担
を

求
め
る
等
の
内
容
で
あ
る
が
、
以
上
の
よ
う
な
対

応
策
を
と
る
こ
と
で
、
地
方
議
会
議
員
年
金
は
、

概
ね
２０
年
後
に
お
い
て
も
安
定
的
な
給
付
が
可
能

と
な
る
見
通
し
で
あ
る
。

一
方
、
国
会
議
員
互
助
年
金
に
つ
い
て
は
、
現

下
の
社
会
経
済
情
勢
に
か
ん
が
み
、
制
度
を
廃
止

す
る
こ
と
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

同
様
に
、
地
方
議
会
議
員
年
金
制
度
に
つ
い
て

も
、
制
度
の
在
り
方
そ
の
も
の
に
つ
い
て
議
論
を

す
べ
き
で
は
な
い
か
と
の
意
見
が
あ
り
得
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。

こ
の
点
、
国
会
議
員
互
助
年
金
は
国
会
法
第
３６

条
の
退
職
金
と
し
て
の
基
本
的
性
格
を
有
す
る
の

に
対
し
て
、
地
方
議
会
議
員
年
金
は
、
制
度
創
設

の
当
初
に
は
掛
金
の
み
で
運
営
さ
れ
て
い
た
互
助

年
金
で
あ
り
、
制
度
の
性
格
が
異
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
国
会
議
員
互
助
年
金
は
、
原
則
、
国
庫

負
担
の
恩
給
方
式
に
よ
り
国
が
直
接
給
付
を
行
う

の
に
対
し
て
、
地
方
議
会
議
員
年
金
は
、
現
役
議

員
に
係
る
掛
金
と
負
担
金
で
受
給
者
を
支
え
る
社

会
保
険
方
式
に
よ
り
共
済
会
が
運
営
し
て
お
り
、

制
度
の
運
営
方
式
の
面
で
も
異
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
国
庫
負
担
率
（
公
費
負
担
率
）
や
平

均
年
金
額
等
の
実
態
面
に
お
い
て
も
違
い
が
あ
る
。

国
会
議
員
互
助
年
金
に
関
す
る
議
論
と
同
様
の

議
論
を
地
方
議
会
議
員
年
金
に
つ
い
て
も
行
お
う

と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
国
会
議
員
互
助
年
金
と
地

方
議
会
議
員
年
金
と
で
は
、
制
度
の
基
本
的
性

格
、
運
営
方
式
、
国
庫
負
担
率
（
公
費
負
担
率
）

及
び
平
均
年
金
額
等
の
実
態
が
異
な
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
を
踏
ま
え
て
議
論
す
る
必
要
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
将
来
的
に
地
方
議
会
議
員
年
金
制
度
の

在
り
方
を
ど
う
考
え
て
い
く
の
か
を
議
論
す
る
の

で
あ
れ
ば
、
地
方
自
治
制
度
に
お
い
て
、
地
方
分

権
の
推
進
に
伴
い
地
方
公
共
団
体
の
役
割
が
拡
大

し
て
い
く
状
況
下
で
の
地
方
議
会
の
位
置
づ
け
や

果
た
す
べ
き
役
割
、
地
方
議
会
議
員
の
職
責
、
身

分
、
処
遇
の
在
り
方
と
も
関
わ
る
問
題
で
あ
り
、

様
々
な
角
度
か
ら
慎
重
な
検
討
を
す
る
こ
と
が
必

要
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

本
検
討
会
は
、
以
上
の
よ
う
な
考
え
方
に
よ
り

対
応
策
を
取
り
ま
と
め
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
市
町

村
合
併
の
急
速
な
進
展
等
に
伴
う
地
方
議
会
議
員

年
金
の
年
金
財
政
へ
の
影
響
に
緊
急
に
対
処
す
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
今
後
、
関
係
者

の
理
解
を
得
て
、
早
急
に
制
度
改
正
が
行
わ
れ
る

こ
と
を
期
待
す
る
も
の
で
あ
る
。

【
地
方
議
会
議
員
年
金
制
度
検
討
会
委
員
】

▽
座
長
�
小
早
川
光
郎
・
東
京
大
学
大
学
院
法
学

政
治
学
研
究
科
教
授
▽
森
繁
一
・
地
方
公
務
員
共

済
組
合
連
合
会
理
事
長
▽
横
道
清
孝
・
政
策
研
究

大
学
院
大
学
教
授
▽
渡
辺
俊
介
・
日
本
経
済
新
聞

社
論
説
委
員
▽
島
田
明
・
山
口
県
議
会
議
長
（
都

道
府
県
議
会
議
員
共
済
会
会
長
）
▽
�
山
�
・
北

九
州
市
議
会
議
員
（
前
市
議
会
議
員
共
済
会
会

長
）
▽
川
股
博
・
北
海
道
由
仁
町
議
会
議
長
（
町

村
議
会
議
員
共
済
会
会
長
）
▽
小
笠
原
倫
明
・
総

務
省
自
治
行
政
局
公
務
員
部
長
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